
 

 

 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

3 月8 日（木）   
会場：静岡県評会議室 

 

 

第 128 回定例研究会      だれでも参加できます      

障害年金に関する日韓比較研究
-政策立案に対する当事者の参画を中心に- 

報告：磯野 博 氏 

（日本医療総合研究所 協力研究員） 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 セキスイハイムビルディング７Ｆ（静岡県評内） 
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

これからの企画 

◆春のシンポジウム（予定） 

日時…4月 14 日(土) 午後 1：30～ 

場所…静岡労政会館 視聴覚室 

「静岡県の公契約条例」 
  基調報告：林 克 氏（静岡県評 議長）

 

◆第 129 回定例研究会（予定） 

日時…5月 24 日(木) 午後 6：30～ 

場所…静岡県評会議室 

「過労死等と長時間過密労働への対応」 

 報告者：相曽 茂 氏 

（静岡県働くものの安全と健康を 

守るセンター 事務局長） 

 

 

18：30～ 

韓国の社会保障の変化 

韓国の社会保障は、日本と類似

する枠組になっている場合が多

く、国民年金に関しても例外では

ない。しかしアジア通貨危機を経

た 2000 年前後から韓国の社会保障

は超高速改革を断行しており、日

本とは異なった独自性を顕在化さ

せている。 

本報告では、障害基礎年金の制

定過程からそれを検証する。とり

わけ、政策立案過程に当事者がど

のように関わり、労働組合や市民

団体がそれらをどのように支援し

てきたのかを明らかにする。  


